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１ 自動ドア設備保守 

対象機種： 

株式会社ナブコ製  ＤＳ－２１型  ２台 

            ＤＳ－１５０型 １台 

業務内容： 

 上記機器の保守点検を行うもので、常に良好で安全な状態で運転できるようその保持に

努める。 

(1)保守点検整備の対象 

 ア：ドアエンジン駆動部装置 

 イ：ドアエンジン懸架装置 

 ウ：ドアエンジン制御装置 

 エ：ドアエンジン操作スイッチ及び検出スイッチ 

(2)保守点検項目・内容 

 ア：各装置の異音、がたつき、緩み、損傷の点検及び整備、清掃 

 イ：自動扉の建付け調整及び開閉速度調整（減速動作の調整） 

 ウ：油量及び油漏れの点検、整備 

 エ：ハンディターミナルによる各部点検調整、開閉回数測定（ＤＳ型） 

(3)定期点検・不調時の点検 

  定期点検及び不調時の故障が発生した場合、直ちに厚生労働省の自動ドア施行技能士、

及び自動ドアメーカー等の専門教育を受けた技術者を派遣し迅速に点検修理調整するも

のとする。また、部品等の交換発生時には、ナブテスコ㈱製純正部品を使用し、性能お

よび機能を最良の状態に維持する。 

  なお、サッシ、カバーマットなど装置と直接関係ない部品、部材の交換については、

別途担当者と協議するものとする。 

(4)点検回数 

 年４回以上 

 ただし、上記以外の故障の際には、速やかに処理を行うものとする。 

(5)点検作業日時 

 ア：作業日時は、担当者と協議のうえ決定する。 

 イ：土曜日、日曜日、及び祝祭日を除く平日を作業日とし、その時間帯は午前９時から

午後５時までとする。 

 

２ エレベーター設備保守 

対象機器： 

標準型エレベーター１台（５６ＮＫ９７３２） 
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   地震時管制運転装置  １台 

   火災時管制運転装置  １台 

   停電時最寄階着床装置  １台 

   車椅子仕様            １式 

   音声合成装置          １台 

業務内容： 

上記機器の保守点検業務について、ニュー・ムービン・オーチス・メンテナンス標

準型仕様に基づき行うもので、常に良好で安全な状態で運転できるようその保持に努

めるものとする。 

  （１）遠隔監視（３６５日２４時間体制、直話サービス） 

 （２）定期点検（法令点検、手入れ、給油、調整、清掃作業等） 

  （３）緊急処置（故障発生時の技術者派遣） 

  （４）部品及び機器の修理（保全作業による機器及び部品の修理、取替、調整の実施） 

 

３ 空調設備保守 

対象設備： 

対象機器、業務内容は以下の通りとする。 

業務内容： 

(1) 中型吸収冷温水機(冷却塔・ポンプ一体型) 

ア：冷房 IN 点検(年 1 回) 

(ア) IN 点検準備作業 

(イ) 外観検査 

(ウ) 水系バルブの切替 

(エ) 冷温水系の点検 

(オ) 冷却水系の点検 

(カ) 冷却塔の点検 

(キ) 真空度の確認点検及び真空引き 

(ク) 燃料配管系統の確認・漏れテスト 

(ケ) 電気系統の確認 

(コ) 本体の切替作業 

(サ) 燃焼関係の確認 

(シ) 起動・停止動作の確認 

(ス) 安全停止回路確認 

(セ) 運転データの記録・運転調整 

(ソ) IN 点検完了報告 

イ：冷房 ON 点検(年 1 回) 
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(ア) ON 点検準備作業 

(イ) 外観検査 

(ウ) 真空度の確認点検及び真空引き 

(エ) 燃料配管系統の確認・漏れテスト 

(オ) 燃焼関係の確認 

(カ) 附帯設備の確認 

(キ) 運転データの記録・運転調整 

(ク) ON 点検完了報告 

ウ：冷却水系伝熱管ブラシ洗浄(2 年に 1 回) 

(ア) 洗浄作業準備作業 

(イ) 外観検査 

(ウ) 冷却水系の水抜き 

(エ) 吸収器・凝縮器水カバー開放 

(オ) 吸収器・凝縮器伝熱管ブラシ洗浄 

(カ) 吸収器・凝縮器水カバー閉じる 

(キ) 冷却水の水張り作業 

(ク) 伝熱管ブラシ洗浄完了・報告 

エ：暖房 IN 点検(年 1 回) 

(ア) IN 点検準備作業 

(イ) 外観検査 

(ウ) 水系バルブ切替 

(エ) 真空度の確認点検及び真空引き 

(オ) 燃料配管系統確認・漏れテスト 

(カ) 電気系統の確認 

(キ) 本体の切替作業 

(ク) 燃焼関係の確認 

(ケ) 起動・停止動作の確認 

(コ) 安全停止回路確認 

(サ) 運転データの記録･運転調整 

(シ) IN 点検完了報告 

 点検回数は年 3 回とし、伝熱管ブラシ洗浄は吸収冷温水機 2 台を毎年交互に 1 台毎

実施する。 

 冷却塔に水処理剤を冷房 IN 点検時及び冷房 ON 点検時に、80RT に 2 個、50RT に

1 個それぞれ投入する。 

 

(2) ユニット形空気調和機(エアハンドリングユニット) 
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ア 外観及び機内点検 

イ 電気系統点検（絶縁抵抗測定、運転電圧及び運転電流計測） 

ウ 送風機点検（軸受、プーリー、ファンベルト及びファンローター点検） 

エ 冷温水コイル点検（汚れ、腐食及び漏水） 

オ ドレンパン及びドレントラップ点検・清掃 

カ メインフィルター点検及びプレフィルター洗浄 

キ 加湿器点検動作確認（暖房時のみ） 

ク 連動運転機器動作確認 

ケ 総合運転調整及び運転データ記録 

コ 点検完了報告 

 点検回数は冷房 IN 点検及び暖房 IN 点検の年 2 回とする。 

 

(3) ビル用マルチエアコン（同時ﾂｲﾝｴｱｺﾝ、ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｴｱｺﾝ、ﾙｰﾑｴｱｺﾝも以下に準ずる） 

ア 外観検査（室外機及び室内機） 

イ 電気系統点検（絶縁抵抗測定、運転電圧及び運転電流計測） 

ウ 冷媒系統漏れ確認・点検 

エ 室内機フィルター点検清掃（洗浄可能フィルターは水洗浄） 

オ 室内機天井パネル清掃 

カ 冷媒回路各部の運転温度計測 

キ 吹出し及び吸込み温度計測 

ク 総合運転調整及び運転データ記録 

ケ 集中管理リモコンによる遠方操作動作確認 

コ 点検完了報告 

 点検回数は冷房点検及び暖房点検の年 2 回とする。 

 

(4) 全熱交換形換気扇（ロスナイ） 

ア 電気系統点検（絶縁抵抗測定） 

イ フィルター点検清掃 

ウ 運転音・振動の確認・点検 

エ 総合運転調整及び運転データ記録 

オ 点検完了報告 

 点検回数は年 1 回とする。 

 

(5) シスターンタンク（加湿給水及び冷温水配管系統補給水） 

ア タンク内部点検・清掃 

イ 加湿給水切替点検（冬期給水、夏期排水） 
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 点検回数は暖房 IN 点検時及び冷房 IN 点検時の年 2 回とする。 

(6) 排気ファン（アトリウム系統及び大会議室系統） 

ア 運転音・振動の確認・点検 

イ 電気系統点検（絶縁抵抗測定、運転電圧及び運転電流計測） 

 点検回数は冷房 IN 点検及び暖房 IN 点検の年 2 回とする。 

 

(7) 空調用自動制御機器・中央監視装置 

ア 制御盤点検（TA-D、MCP-4-1、MCP-4-2、遠方操作盤） 

イ 中央監視装置点検（METASYS：ジョンソンコントロールズ製） 

ウ 中央監視装置通信点検 

エ ローカル制御機器点検（AHU-1、AHU-2、AHU-3、JUT-A） 

オ シーズン切替 

 点検は年１巡点検（但し、上記内容を年 2 回に分割し点検実施） 

 

４ 排煙設備保守 

対象機器：排煙装置 

     ＳＬ－ ８０          ２７台 ８７窓 

     ＳＬ－３００           ８台 ２８窓 

     北棟３階上部ドームオペレーター  ３台 ３窓 

業務内容： 

  上記機器の保守点検業務を行うもので、常に良好で安全な状態で使用できるようその

保持に努める。点検回数は年１回以上とする。 

 

５ 消防設備保守 

対象機器 保守点検機器 

  （１）自動火災報知設備    一式 差動式スポット２種５１個、定温式スポット１種 

                 １２個、特種１個、光電式２種６３個（沖電気） 

 （２）室内消火栓設備      一式 ８か所 

  （３）消火器              一式 １０型３３個 

  （４）誘導灯設備          一式 ５２か所 

  （５）非常放送設備        一式 ホーン型９５か所、壁掛１か所（ナショナル） 

  （６）移動式粉末消火設備 一式 ３種３個 

  （７）避難器具            一式 緩降機２か所 

  （８）自家発電設備    一式 三菱ディーゼルエンジン１か所 
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業務内容：（１）上記機器の保守点検業務を実施し、消防法に基づく諸手続き 

          （２）センター職員による消防訓練時（６月、１２月の第２水曜日を予定）

における設備機器の取扱説明 

点検回数：（１）消防法施行規則第３１条の６第１項及び第３項の規定に基づき、消防

用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間とする。 

     （２）機器点検を６か月に１回以上、総合点検を年１回以上とする 

 

６ 防火対象物定期点検 

対象項目： 

 （１）届出 

 （２）消防計画 

  （３）共同防火管理協議事項 

  （４）避難上必要な施設及び防火戸の管理 

  （５）防炎物品の表示 

  （６）圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出 

  （７）消防用設備等 

  （８）火を使用する設備の位置・構造及び管理等 

 （９）少量危険物の貯蔵及び取扱い 

 （10）指定可燃物等の貯蔵及び取扱い 

業務内容： 

 消防法第８条の２の２に基づく、防火対象物定期点検業務を実施し、消防法に基づく諸

手続きを行うものとする。 

 （１）点検回数 年１回 

 （２）点検時期 ２月 

 

７ 受水槽清掃 

対象機器： 

  三菱樹脂㈱製、ＧＳＦ型、容量１３，５㎥ 

業務内容：  

水道法第 34 条の２第１項及び同法施行令第 55 条に基づく受水槽の清掃及び 

消毒業務（年１回） 

 

８ 視覚障害者誘導システム保守点検 

対象機器： 

  音声標識ガイド装置（ＶＭＧ-R）２台 

業務内容： 
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  上記機器の保守点検業務を行うもので、常に良好かつ安全な状態で使用できるようそ

の保持に努めるものとする。点検は年２回以上。 

 

９ 遮光幕伝動装置保守 

対象機器： 

  遮光幕電動装置 

   トップライト部電動ロールスクリーン   11 台（モーター22 台） 

   カーテンウォール部電動ロールスクリーン ２台 

業務内容：上記機器の保守点検を行うもので、常に良好かつ安全な状態で使用できるよう

保持に努めること。 

 

１０ 浄化槽維持管理 

対象： 

 分類：合併処理 

 処理方式：接触ばっ気方式 

 機種：対象人員２９１人 

 汚水量：３５㎥/日 

業務内容： 

（１）汚水処理措置の保守点検に関すること（２週間に１回以上） 

（２）汚水処理措置の修理、補修、部品交換に関すること（随時） 

（３）汚水処理措置の汚泥の引き出し、その他清掃に関すること（年１回以上） 

【維持管理基準】 

ア：スクリーン槽 

（ア）沈砂、沈殿物の量、内容の観察 

（イ）異物の流入の観察 

（ウ）金属部錆の状況観察 

（エ）バイパス用ゲート開閉具合の点検 

（オ）沈砂除去、沈殿物、浮上物を圧力水等で粉砕し有機性固形物を破砕機へ移送する

こと 

（カ）ビニール類、布片、木片及び金属片等異物を除去し水洗いすること 

（キ）スクリーン室内の水洗い清掃 

（ク）流入水の色相、臭気、ＰＨ及び透明度の測定 

イ：汚水ポンプ槽流量調整機 

（ア）流入水量を汚水ポンプ槽調整機の水位とばっ気槽移送量により測定すること 

（イ）流入水量を24時間均等にばっ気槽へ移送するために計量タンクの調整を行うこと 

（ウ）計量ポンプが正常に作動していることの確認 
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（エ）音、振動、吐出量及び電流値の確認 

（オ）計量ポンプ用レベルスイッチの自動運転確認 

（カ）腐敗防止のための空気が散気装置により均等に散気されていることの確認 

（キ）ばっ気槽の浮上物、沈殿物の観察 

（ク）ばっ気槽に流入する汚水の色相、臭気、水温、ＰＨ及び透明度の測定 

ウ：ばっ気槽 

（ア）散気装置より均等に空気が散気されていること及び、正常な水流を起こしている

ことの確認 

（イ）散気装置の随時清掃 

（ウ）泡の発生状況の確認（泡発生の場合は、消泡ポンプの運転） 

（エ）消泡ノズル閉塞状況点検又は消泡剤の有無の点検 

（オ）ばっ気槽混合水の色相、臭気、水温、ＰＨ、ＤＯの測定 

（カ）内壁の汚れを水洗い清掃 

（キ）ばっ気槽内異物の有無確認 

エ：沈殿槽 

（ア）沈殿槽内水流の乱れ確認 

（イ）汚泥返送ポンプが確実に作動していることの確認 

（ウ）汚泥返送ポンプの音、振動、吐出量の確認 

（エ）越流堰より均等に水が流れていることの確認 

（オ）スカムスキマが正常に作動していることの確認 

（カ）スカムの発生状況確認 

（キ）沈殿槽内の異物の有無の確認 

（ク）沈殿槽、越流水の色相、臭気、水温、ＰＨ及び透明度の測定 

（ケ）返送汚泥の色相、臭気、水温、ＰＨの測定 

（コ）沈殿槽周辺に工具等沈殿性の物品等を置かないこと 

（サ）汚泥面の測定 

（シ）沈殿槽内の水洗い清掃 

オ：消泡ポンプ槽 

（ア）消泡ポンプが正常に作動していることの確認 

（イ）消泡ポンプの音、振動、電流値、吐出量の確認 

（ウ）ポンプ槽内の異物の有無の確認 

カ：消毒槽、塩素減菌機室 

（ア）塩素注入が行われていることの確認、薬剤補充 

（イ）塩素注入率が適正であることの確認 

（ウ）残留塩素の測定 

キ：ブロワ 
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（ア）水中ブロワ、送風機が正常に作動していることの確認 

（イ）水中ブロワ、送風機の音、振動、電流値及び圧力の確認 

（ウ）水中ブロワ、自動切替装置の確認 

（エ）空気量の測定及び調整 

ク：汚泥濃縮貯留槽 

（ア）汚泥濃縮貯留槽の状況確認 

（イ）かくはん装置の作動確認 

（ウ）槽内の水洗い清掃 

ケ：電気制御盤 

（ア）各制御盤についての異常の有無の確認 

（イ）盤内ターミナルの締付部のゆるみ点検 

（ウ）盤内各機器の変色、熱、臭気、音及び湿気の有無の確認 

（エ）各制御盤の絶縁抵抗値の適宜測定 

コ：その他一般事項 

（ア）汚水処理施設外の清掃を行い常に清潔に保つこと 

（イ）金属部分の錆の発生を観察し、湿気が多く錆びやすい箇所を油ふきとし、その部

分は、乾いたウエスで乾拭きすること 

（ウ）この仕様書に詳細に述べられていない機器については、別に取扱い説明書がある

ので熟読のうえ、作業に当たること 

 

１１ 自家発電装置定期点検 

対象機種： 

 三菱電機㈱製、ＰＧ２8ＭＸ 

業務内容： 

 上記機器の保守点検業務及び消防法に基づく諸手続き 

 

１２ 構内電話交換設備保守 

対象機種：電話交換機等 

     電子交換機(IP Pathfinder S) 一式 

     内線電話機        55 台 

業務内容：上記機器の保守点検業務を行うもので、常に良好かつ安全な状態で使用できる

ようその保持に努めること。点検回数は月１回以上。 

 

１３ 電気保安管理 

対象機種： 

 設備容量及び受電電圧： ３５０Kw ６．６KV 
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発電装置の定格容量及び定格電圧： 予備発 ２７kVA０：２kV 

業務内容： 

  １ 保安管理業務の内容 

  （１）受託者（以下「乙」という）が受託して実施する保安管理業務は次によるもの

とする。 

   ア 定例の保安管理業務は次によるものとする。 

   （ア）定期的な点検、測定及び試験（具体的基準は、別表第１「点検、測定及び試

験の基準」による。）を行い、経済産業省令で定める技術基準（以下「技術基準」

という。）の規定に適合しない事項または適合しないおそれがあるときは、とる

べき措置について甲に報告するものとする。 

   （イ）電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合に

おいて、原因の究明に協力し、応急措置を指導するとともに、必要により臨時

点検を実施し、再発防止につきとるべき措置を報告するものとする。 

   （ウ）電気事業法第 107 条第３項に規定する立入検査の立ち会いを行うものとする。 

  イ 定例以外の保安管理業務は次によるものとし、委託者（以下「甲」という）の要

求に基づき必要の都度行う。 

   （ア）電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣又は中国四国産業保

安監督部長への報告、届出書類及び図面等について、その作成及び手続きの助

言を行うものとする。 

   （イ）電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、

必要に応じそのとるべき措置について甲に報告するものとする。 

   （ウ）電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受けて工事期間中の

点検を毎週１回行い、必要に応じそのとるべき措置について甲に報告するもの

とする。 

      ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、太陽電池発電所及び風力発電

所については、経済産業省告示第 249 号第４条の規定により点検は行わないも

のとする。 

  （２）次のア～エのいずれかに該当する電気工作物については、甲は点検、測定及び

試験の全部または一部を、電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行う

ものとします。これに関し、甲の求めに応じ乙は助言を行うこととする。 

   ア 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有するものでなければ点検を行う

ことが困難な自家用電気工作物（例えば次のアからカまでのいずれかに該当す

る自家用電気工作物） 

   （ア）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 12 条第３項の規定に基づき、一級

建築士等の検査を要する建築設備 

   （イ）消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 17 条の３の３に基づき、消防設備士免
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状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備又は特殊消防用設備等 

   （ウ）労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 45 条第２項の規定に基づき、検

査業者等の検査を要することとなる機械 

   （エ）機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する

機器（医療用機器、オートメーション化された工作機械群等） 

   （オ）内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器（密閉型防爆構造機

器等） 

   （カ）壁の中、密閉された天井裏、固定ボルトで固定された機器の内部等の隠ぺい

場所に設置された配線及び機器等 

イ 設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な自家用電気工作物（例

えば、次の a から f までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物 

   （ア）高所にある配線、機器等及び稼働中の機器又はその付近の配線、機器等で点

検を行うことが危険を伴う場合（広告塔、照明塔、回転機器等） 

   （イ）立入に危険を伴う場所（酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危

険作業を伴う場所、放射線管理区域等） 

   （ウ）情報管理のため立入が制限される場所（機密文書保管室、研究室、金庫室、

電算室等） 

   （エ）衛生管理のため立入が制限される場所（手術室、無菌室、新生児室、クリー

ンルーム等） 

   （オ）機密管理のため立入が制限される場所（独居房等） 

   （カ）立入に専門家による特殊な作業を要する場所（密閉場所等） 

   ウ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物 

   エ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物 

  （３）乙は、上記（１）及び（２）の点検の他、甲の日常巡視等において異常等がな

かったか否かの問診を行い、異常があった場合には、保安業務担当者等の観点

から点検を行うものとする。 

  ２ 絶縁監視装置の警報発生時の処置 

  （１）乙は、電気工作物に設置した絶縁監視装置から次の警報を直接又は甲を通じて

受けた場合、警報の発生の原因を調査し、再発防止につきとるべき装置を行う

ものとする。 

   ア 警報動作電流 50mA 以上の漏えい電流が発生している旨の警報（以下「漏えい

警報」という）を連続して５分以上受信した場合 

   イ ５分未満の漏えい情報を繰り返し受信した場合 

  （２）乙は、警報発生時の受信の記録を３年間保存するものとする。 

 【別表】 
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１４ 大会議室・視聴覚室機器保守 

対象機器： 

【大会議室】 

設備・機器・備品名 規格・仕様 数量 

[ＡＶラック] 

システムラック  1 

グラフィックイコライザー WZ-DE45 2 

パワーアンプ（メイン） WP-1400A 1 

パワーアンプ（サブ） WP-1200A 1 

パワーアンプ（天井ＳＰ用） WP-H062 1 

ワイヤレス受信機 WX-4040 1 

電源制御ユニット WU-L61 1 

コンパクトミキサー WR-X02 1 

[ＡＶ操作台] 

木製操作卓  1 

フレキシブルマイク AT808G 1 

マルチディスクプレーヤー DVL-909 1 

S-VHS ビデオ SVO-260 1 

ハイエイト VHS EVO-9500A 1 

OHC（オーバーヘッドカメラ） EV-501AF 1 

ダブルカセットデッキ RS-TR575 1 

デジタルビデオデッキ DSR-30 1 

タッチパネル 10.4 インチ/AXU-CV 1 

AV マトリクススイッチャー SH-S505Z 1 

電源制御ユニット WU-L61 1 

カードフレーム AXF-M/S 1 

カードデバイス AXC-** 10 

AMX 用 DC 電源 PS-4.2 1 

DC 電源取付金具 AC-RK 1 

AC コントローラー  1 

[液晶プロジェクター] 

RBG 信号入力ボード  1 

ビデオ信号入力ボード  1 

プロジェクター用レンズ  1 

天井吊り金具  1 

[ステージ周辺機器] 

170 インチ電動スクリーン VPE-170 1 

メインスピーカー WS-A200-W 2 
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サブスピーカー WS-A80-W 2 

同上吊り金具 WS-Q122-W 2 

天井埋め込みスピーカー WS-A10-W 8 

同上用プレート W2-SA16 8 

マッチングトランス W2-ST15 8 

[その他周辺機器] 

ワイヤレスマイク（タイピン型） WX-4300 1 

ワイヤレスマイク（ハンド型） WX-4100 1 

ワイヤレスアンテナ WX-4950 2 

ダイナミックマイクロホン WM-D120-SW 2 

マイク延長ケーブル WM-869 2 

マイクスタンド（フロアタイプ） WN-510 2 

マイクスタンド（卓上型） WN-272 1 

マイクコンセント（壁）  2 

マイクコンセント（床）  1 

カメラ用コンセント  2 

デジタルビデオカメラ  1 

三脚及び付属品  1 式 

液晶プロジェクター予備電球  1 

スポットランプ（ハロゲンランプ）  1 

OHP HP-A305SD 1 

スライド映写機 エクタプロ 5000 1 

OHP・スライド用移動台 FT01 1 

 

【視聴覚室】 

設備・機器・備品名 規格・仕様 数量 

[AV 設備] 

システムラック  1 

9 インチモニター PVM-9040 1 

8mm ビデオデッキ EV-PR2 1 

S-VHS ビデオデッキ SVO-260 1 

マルチディスクプレーヤー DVL-909 1 

ビデオオーディオミキサー SRP-X3900 1 

操作パネル  1 

ミニディスクプレーヤー MDS-JB920 1 

ダブルカセットデッキ RS-TR4750 1 

電源制御ユニット WU-L61 1 

パワーアンプ（メイン） WP-1200A 1 
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パワーアンプ（ミニ） WP-1100 1 

ワイヤレス受信機 WX-4040 1 

グラフィックイコライザー WZ-DE45 1 

入力パネル  1 

映像分配機 WJ-300B 1 

[その他周辺機器] 

ビデオプロジェクター VPH-1044QJ 1 

同上取付金具 PSS-10/722 1 

電動式スクリーン 100 インチ VPE-100 1 

同上スクリーンボックス  1 

32 型ワイドテレビ KV-32SF1 2 

テレビハンガーB タイプ ATV-302EX 2 

フロントスピーカー WS-A80-K 2 

同上吊り金具 WS-Q112-K 2 

リアスピーカー WS-A-70 2 

同上吊り金具 WS-Q122-K 2 

ワイヤレスアンテナ WX-4950 2 

ワイヤレスマイク（ハンド型） WX-4100 1 

ワイヤレスマイク（タイピン型） WX-4300 1 

ダイナミックマイクロホン WM-D120SW 2 

マイクケーブル WM-869 2 

マイクスタンド（フロア型） WN-510 1 

マイクスタンド（卓上型） WN-272 1 

マイクコンセント（壁用）  2 

OHP HP-A305SD 1 

同上移動台 FT01 1 

スライド映写機(ズームレンズ) エクタプロ 5000 1 

同上移動台 HB-66E 1 

OHC（オーバーヘッドカメラ） EV-400AF 1 

同上移動台 HB-66E 1 

 

業務内容： 

   保守・修理対応 
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１５ 情報システム保守管理 

対象範囲： 

本情報システムの機器構成は次のとおりとする。 

（１）サーバ 

ア 公開サーバ（2015年導入・1set） 

(ア) 機 種：日本HP  ML310e Gen8 v2 

(イ) C P U：Xeon E3-1220 v3 3.10GHz 1P/4C 

(ウ) メモリ：4GB 

(エ) Ｏ Ｓ：Red Hat Enterprise Linux 

(オ) ハードディスク容量： SATA 500GB×3（RAID5構成、実容量1TB） 

(カ) 接続可能外部媒体： DVD-RWドライブ 

 

イ 施設管理サーバ（2015年導入・1set） 

(ア) 機 種：日本HP ML310e Gen8 v2 

(イ) C P U：Xeon E3-1220 v3 3.10GHz 1P/4C 

(ウ) メモリ：4GB 

(エ) Ｏ Ｓ：Windows Server Standard 2012 R2 

(オ) ハードディスク容量： SATA 500GB×3（RAID5構成、実用量1TB） 

(カ) 接続可能外部媒体：DVD-RWドライブ、RDXリムーバブルディスク 

 

ウ 共有ファイルサーバ 

（ア）機 種：Buffalo TeraStation TS-XE2.0TL/R5 

（イ）Ｏ Ｓ：TeraStation専用ＯＳ 

（ウ）ハードディスク容量：500GB×4（Raid5構成、使用可1TB） 

（エ）接続可能外部媒体：USB外付けHDD（バックアップ用） 

 

（２）クライアント 

ア：職員、財務および加工用（デスクトップ型2011年導入・5set） 

(ア) 機 種：ＮＥＣMateタイプML 

(イ) C P U：Core i3-550 3.20GHz 

(ウ) メモリ：2048MB 

(エ) Ｏ Ｓ：Windows７Professional 

(オ) ハードディスク容量：160GB 

(カ) 接続可能外部媒体：DVD-ROM 

 

イ：図書用（デスクトップ型 2015年導入・１set） 

（ア）機 種：NEC MateタイプML PC-MK33MLZ614SK 

（イ）C P U：Core i5-4590 3.30GHz 

（ウ）メモリ：4GB 
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(エ) Ｏ Ｓ：Windows 8.1 64bit 

（オ）ハードディスク容量：500GB 

(カ) 接続可能外部媒体：DVDスーパーマルチ、USB外付けHDD 

 

(3) 図書検索用（デスクトップ型 2015年導入・１set） 

（ア）機 種：NEC MateタイプML PC-MK36LLZE14SK 

(イ) C P U：Core i3-4160 3.60GHz 

（ウ）メモリ：4GB 

（エ）Ｏ Ｓ：Windows 8.1 64bit 

（オ）ハードディスク容量：500GB 

（カ）接続可能外部媒体：DVDスーパーマルチ 

 

 (4) 受付用（デスクトップ型2010年導入・1set） 

（ア）機 種：ＮＥＣ  MY18X/A-9 タイプMA 

（イ）C P U：Celeron430  1.8GHz 

（ウ）メモリ：1GB 

（エ）Ｏ Ｓ：Windows7 Professional 

（オ）ハードディスク容量：160GB 

（カ）接続可能外部媒体：DVD-ROM 

 

 (5)職員および講師用（ノート型2011年導入・9set） 

（ア）機 種：日本ＨＰ ProBook 4520s 

（イ）C P U：Core i3-380M 2.53GHz 

（ウ）メモリ：2048MB 

（エ）Ｏ Ｓ：Windows７Professional 

（オ）ハードディスク容量：250GB 

（カ）接続可能外部媒体：DVD-ROM 
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業務内容 

【業務システム】 

機
器
運
用/

保
守 

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア 

障害対応 

サーバー機器に対する障害対応 

 

ネットワーク機器に対する障害対応 

 

障害修理（メーカー保守） ファイアーウォール 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア 

ライセンス使用料 

ライセンススキャン＋ネットシール

ド更新ライセンス（１年） 

仕様変更   

機能追加 

業務システムの仕様変更及び機能拡

充 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

業務運用サービス 

Web サーバ 

データベースサーバ 

ファイアウォールサーバ 

ドメイン管理料 ドメイン管理 

運
用
サ
ポ
ー
ト 

技
術
サ
ポ
ー
ト 

業務システム運用保守 

施設管理システム運用 

情報公開システム運用 

 

クライアントデータ消去 
クライアントデータ消去 
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【図書システム】 

図
書
管
理
シ
ス
テ
ム/

保
守 

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア 

メーカー保守 図書端末メーカー保守更新 

 

障害対応 

端末に対する障害対応 

（端末本体、ディスプレイ） 

 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア 

メーカー保守 図書管理システム LibMax 

ASP サービス 
LibEYE 

 

ドメイン管理料 
ドメイン管理 

 

運
用
サ
ポ
ー
ト 

技
術
サ
ポ
ー
ト 

蔵書点検作業 蔵書点検作業 

 

ウィルス対策ソフト更新 

ウィルス対策ソフト 

アンインストール・ 

インストール作業 

（窓口端末、利用者端末） 

 

 

 

１６ ホームページ運用保守管理 

対象範囲： 

ソーレホームページ（ＧＭＯクラウドＶＰＳサーバ使用）について、適正な運用を確

保するための支援を提供する。また、障害及び維持管理に対して、必要な作業を実施す

るものとする。 

業務内容： 

(１) 機器の使用及び保守 

    ＧＭＯクラウドＶＰＳサーバの機器を使用する。 

    メモリ：４ＧＢ（リソース保証） 

    デスク容量：200ＧＢ 

    ＣＰＵ：仮想４コア 

        Ｏ Ｓ：CentＯＳ6.5 
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(２) システムの使用及び運用支援 

ア ＳＳＬ証明書使用料 

イ アクティブサイトＣＭＳ運用保守 

(３) システムメンテナンスサービス 

ア セキュリティパッチ対応 

イ システムパッチ導入 

ウ データバックアップ保守 

(４) 管理サーバに必要な環境整備 

ア サーバについては、ＧＭＯクラウドＶＰＳサーバを利用し、受託者において管理・

運用・保守を行いセキュリティ対策には万全を期すこと。また障害管理の運用時間

内に発生した障害は２時間以内に対応可能であること。 

  イ 不正アクセス防止及び改ざん防止策についての対応をすること。  

 

 業務体制 

 受託者は、ソーレホームページに関する保守業務責任者を配置すること。 

   受託者は、ソフトウェア改修及び障害発生時等必要に応じて作業を実施すること。 

   障害管理の運用時間は、祝日・年末年始休暇を除く平日の執務時間（８時３０分～ 

１７時１５分）とする。 

  委託業務に従事するスタッフは、ソーレホームページの運用保守及び障害復旧に関す

る十分なスキルを有すること。 

 


